
【
上
田
市
議
】 

富
山
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
が
、
今
年
（２
０
２
３
年
）
３
月
１
日
か
ら
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
お
互
い
を
か
け
が
え
の
な
い

パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
二
人
が
、
知
事

に
対
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
共
同
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で
す
。
県
は
、
お
二

人
の
関
係
性
を
証
明
す
る
「
受
領
証
」
を
交
付
し
ま

す
。
受
領
証
を
示
す
と
、
公
営
住
宅
等
の
入
居
申
込

や
公
立
病
院
等
で
の
面
会
の
際
に
利
用
で
き
ま
す
。 

性
的
少
数
の
人
及
び
事
実
婚
の
人
の
人
権
尊
重
の

た
め
に
、
こ
の
制
度
が
普
及
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ

と
を
求
め
ま
す
。 

【
民
生
部
長
】 

北
陸
中
央
病
院
に
問
い
合
わ
せ
た

と
こ
ろ
、
現
在
詳
細
に
つ
い
て
検
討
中
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
富
山
銀
行
や
北
陸
銀
行
の
市
内
支
店
で
は

住
宅
ロ
ー
ン
に
お
け
る
配
偶
者
の
定
義
に
パ
ー
ト
ナ
ー

を
含
め
て
い
る
。
本
市
で
も
市
営
住
宅
の
入
居
資
格

に
お
け
る
同
居
親
族
と
し
て
扱
う
。 

こ
れ
は
多
様
な
人
権
尊
重
を
め
ざ
す
制
度
で
あ

り
、
こ
の
制
度
の
普
及
啓
発
に
協
力
し
て
い
き
た
い
。 

【
上
田
市
議
】 

市
営
バ
ス
の
日
中
、
土
日
祝
日
の
運

行
を
切
り
替
え
て
実
施
す
る
Ａ
Ｉ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通

実
証
運
行
で
、
自
宅
前
な
ど
近
く
に
バ
ス
停
を
設
け
る

こ
と
の
で
き
る
人
の
条
件
は
？
。 

【
生
活
環
境
課
長
】 

Ａ
Ｉ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
は
、

乗
合
自
動
車
が
自
宅
ま
た
は
指
定
の
停
留
所
へ
迎
え

に
行
き
、
予
約
の
際
に
目
的
地
と
し
た
指
定
し
た
停

留
所
ま
で
乗
り
合
い
で
お
送
り
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

自
宅
前
を
停
留
所
と
し
て
指
定
で
き
る
条
件
は
、
75

歳
以
上
の
高
齢
者
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
、

障
害
者
手
帳
所
持
者
、
そ
し
て
65
歳
以
上
の
運
転
免

許
自
主
返
納
者
で
す
。 

何でもご相談ください    日本共産党 市議会議員 上田由美子      電話 ６８－２１０６  ＦＡＸ ６８－２１４６ 

２０２３年 ５月号 明るい小矢部    No.２１６ （２） 

 

小
矢
部
市
な
ど
県
内
４
自
治
体
が
18
歳

と
22
歳
の
住
民
基
本
台
帳
記
載
の
４
情
報

(

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別)

を
自
衛
隊
に
提

供
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
法
令
に
よ
ら
な
い

利
用
を
本
人
の
許
諾
な
く
行
っ
て
い
る
の
は
望
ま
し

く
な
い
」と
の
専
門
家
の
コ
メ
ン
ト
付
き
で
放
送
さ

れ
ま
し
た
。（
Ｋ
Ｎ
Ｂ
テ
レ
ビ
、
３
月
９
日
）。 

こ
の
放
送
を
受
け
て
、
新
婦
人
小
矢
部
支
部
、
小

矢
部
平
和
委
員
会
と
上
田
由
美
子
市
議
が
３
月
16

日
、
桜
井
市
長
あ
て
の
「
自
衛
隊
員
募
集
の
た
め
の

個
人
情
報
の
無
断
提
供
に
抗
議
し
中
止
を
求
め
る

要
請
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。
対
応
し
た
市
民
課
長

は
、
22
年
度
に
初
め
て
、
紙
媒
体
で
（
印
刷
物
に
し

て
）
提
供
し
た
と
述
べ
ま
し
た
。 

新
婦
人
の
代
表
か
ら
は
、「
無
断
で
個
人
情
報
を

提
供
さ
れ
て
、
市
へ
の
信
頼
が
壊
さ
れ
た
。
こ
ん
な

こ
と
は
や
め
て
ほ
し
い
」
、
小
矢
部
平
和
委
員
会
か

ら
「
今
年
度
の
個
人
情
報
の
無
断
提
供
に
つ
い
て
、

そ
の
経
緯
を
公
表
し
て
、
該
当
者
に
は
謝
罪
し
て
ほ

し
い
」
と
求
め
ま
し
た
。 

 

【
上
田
市
議
】
旧
お
と
ぎ
の
館
を
児
童
館
に

す
れ
ば
、
平
日
の

日
中
は
不
登
校

児
の
居
場
所
や

交
流
の
場
と
し

て
利
用
で
き
ま

す
。不
登
校
児
の

保
護
者
は
、日
中

の
運
動
不
足
を

心
配
さ
れ
る
の

で
、ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
の
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
場
や
広
い

芝
生
、
遊
具
を
容
易
に
使
え
る
場
所
で
あ
る
こ
と

も
利
点
で
す
。 

土
日
祝
日
や
放
課
後
に
、
児
童
の
遊
び
場
所

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。「
子
ど
も

食
堂
」と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
、水
道
設
備
、

調
理
器
具
、
食

器
、
冷
蔵
庫
な
ど

を
備
え
る
調
理

施
設
と
食
事
場

所
が
必
要
で
す
。

子
育
て
支
援
の

た
め
に
、
ぜ
ひ
旧

お
と
ぎ
の
館
を

活
用
し
、
児
童
館
を
開
設
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
民
生
部
長
】
子
ど
も
食
堂
な
ど
様
々
な
子
ど

も
支
援
に
利
用
で
き
る
児
童
館
の
開
設
で
す
が
、

旧
お
と
ぎ
の
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
市
公
共

施
設
再
編
計
画
の
中
で
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
お
や
べ

周
辺
施
設
に
か
か
る
機
能
集
約
と
合
わ
せ
て
改

め
て
今
後
見
直
し
を
行
う
課
題
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。 

計
年
度
任
用
職
員
は
43
人
（
常
勤
換
算
職
員
数
）
で

あ
る
。
国
の
基
準
よ
り
手
厚
く
配
置
し
て
い
る
。 

【
上
田
市
議
】 

今
後
、
国
に
配
置
基
準
を
見
直
す

こ
と
を
小
矢
部
市
と
し
て
も
要
望
す
る
と
と
も
に
、

市
の
保
育
施
設
で
、
保
育
士

が
ゆ
と
り
を
も
っ
て
保
育
が

で
き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
る

こ
と
を
求
め
ま
す
。 

 

【
上
田
市
議
】
児
童
福
祉
施
設
で
の
保
育
士
配

置
最
低
基
準
は
、
０
歳
児
は
３
人
に
保
育
士
１

人
、
１
、
２
歳
児
は
６
人
に
１
人
、
３
歳
児
は
20

人
に
１
人
、
４
、
５
歳
児
は
30
人
に
１
人
で
す
。

こ
れ
ら
は
１
９
６
９
年
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
小
矢
部
市
の
正
規
職
員
と
会
計
年
度
任
用

職
員
の
人
数
は
何
人
で
す
か
。 

【
子
ど
も
課
長
】 

57
人
は
正
規
職
員
で
、
会

【
上
田
市
議
】
２
０
２
１
年
度
ま
で
小
矢
部
市
で
配

置
さ
れ
て
い
た
多
人
数
学
級
支
援
講
師
は
、
30
人
学

級
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
中
で
と
て
も
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
教
員
免
許
を
持
っ
て
い
る
人

が
、
担
任
を
支
援
し
ま
す
。
担
任
が
出
張
や
年
休
な

ど
で
不
在
時
に
は
、
担
任
に
代
わ
っ
て
授
業
や
給
食
指

導
、
保
護
者
へ
の
対
応
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ス
タ
デ
ィ
メ
イ
ト
は
教
員
免
許
が
必
要
で
は
な

く
、
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
を
支
援
す
る
立
場
で
す
。 

【
教
育
委
員
会
事
務
局
次
長
】 

本
市
で
は
厳
し
い

財
政
状
況
の
な
か
、
令
和
４
年
度
か
ら
多
人
数
学
級

支
援
講
師
の
配
置
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に
ス
タ
デ
ィ
メ

イ
ト
で
の
実
施
を
し
て
い
る
。 

新
年
度
に
お
い
て
、
学
校
と
ス
タ
デ
ィ
メ
イ
ト
と
の

間
で
協
議
を
行
っ
た
上
で
担
任
の
負
担
軽
減
と
な
る

支
援
を
依
頼
し
た
い
。 

【
上
田
市
議
】 

31
人
以
上
の
ク
ラ
ス
で
担
任
の
授

業
を
補
助
で
き
る
多
人
数
学
級
支
援
講
師
は
、
児
童

の
様
子
を
観
察
し
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
児
童
に
声

か
け
を
す
る
な
ど
、
温
か
い
雰
囲
気
の
教
室
を
作
り

上
げ
る
う
え
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
多
人
数
学
級

支
援
講
師
の
配
置
を
復
活
す
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。 
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